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「
地
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治
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改
正
す
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法
律
案
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関
す
る
質
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主
意
書 

 

地
方
自
治
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
経
済
社
会
に
対
応
す
る
地
方
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
答
申
」

（
令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
第
三
十
三
次
地
方
制
度
調
査
会
）
（
以
下
、
「
三
十
三
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
」
と
い

う
。
）
を
踏
ま
え
、
本
年
三
月
一
日
、
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
同
日
、
国
会
に
提

出
さ
れ
た
。
本
法
律
案
の
作
成
過
程
に
お
い
て
十
分
な
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て

質
問
す
る
。 

一 

地
方
自
治
法
改
正
時
に
お
け
る
関
係
団
体
か
ら
の
意
見
聴
取
等
に
つ
い
て 

 

１ 

三
十
三
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
の
公
表
後
に
お
い
て
、
本
法
律
案
を
作
成
す
る
過
程
で
、
地
方
自
治
体
な
い
し
地
方

自
治
体
関
係
者
（
地
方
六
団
体
（
全
国
知
事
会
、
全
国
市
長
会
、
全
国
町
村
会
、
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
、
全
国
市

議
会
議
長
会
及
び
全
国
町
村
議
会
議
長
会
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
が
地
方
制
度
調
査
会
等
で
示
し
て
き
た
懸
念
を
十
分

に
検
討
し
た
形
跡
が
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
地
方
自
治
の
根
幹
に
か
か
わ
る
法
改
正
を
行

う
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
地
方
自
治
体
な
い
し
地
方

自
治
体
関
係
者
が
地
方
制
度
調
査
会
等
で
示
し
て
き
た
懸
念
を
十
分
に
検
討
し
た
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
検
討
内
容
及
び



 

２ 

 

検
討
し
た
結
果
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 
三
十
三
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
の
公
表
後
に
、
地
方
自
治
体
な
い
し
地
方
自
治
体
関
係
者
と
ど
の
よ
う
な
協
議
及
び

検
討
を
し
た
の
か
。
例
え
ば
、
第
三
十
三
次
地
方
制
度
調
査
会
第
四
回
総
会
（
令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
）
に
お
い
て
、

全
国
知
事
会
の
平
井
委
員
か
ら
発
言
の
あ
っ
た
「
こ
れ
か
ら
法
案
に
向
け
て
い
く
」
「
こ
の
成
文
を
こ
れ
か
ら
つ
く
っ
て

い
く
」
「
そ
の
際
、
地
方
の
意
見
も
聞
く
場
を
ま
た
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
」
な
ど
を
踏
ま
え
た
、
法
案
作
成
作
業
に
際

し
て
の
地
方
の
意
見
を
聞
く
機
会
は
開
か
れ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

２
の
地
方
の
意
見
を
聞
く
機
会
が
開
か
れ
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
各
回
に
つ
い
て
、
①
開
催
日
時
、
②
参
加
し
た
関
係
者

の
役
職
・
氏
名
、
③
検
討
資
料
の
名
称
及
び
内
容
、
④
協
議
及
び
検
討
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

４ 

２
の
地
方
の
意
見
を
聞
く
機
会
の
開
催
に
よ
り
、
地
方
自
治
体
関
係
者
と
の
協
議
及
び
検
討
が
十
分
で
あ
る
と
考
え
る

の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

地
方
制
度
調
査
会
答
申
か
ら
法
案
提
出
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て 

 

１ 

「
今
後
の
基
礎
自
治
体
及
び
監
査
・
議
会
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
答
申
」
（
平
成
二
十
一
年
六
月
十
六
日
第
二
十
九

次
地
方
制
度
調
査
会
）
以
降
に
お
け
る
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
が
公
表
さ
れ
て
か
ら
、
地
方
自
治
法
の
改
正
案
が
国
会



 

３ 

 

に
提
出
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
数
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 
今
回
の
改
正
で
は
、
短
い
期
間
で
法
案
の
国
会
提
出
に
至
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

地
方
制
度
調
査
会
で
の
意
見
の
反
映
に
つ
い
て 

 

１ 

答
申
を
最
終
審
議
し
た
第
三
十
三
次
地
方
制
度
調
査
会
第
四
回
総
会
（
令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
）
で
は
、
補
充
的
指

示
権
に
つ
い
て
各
委
員
か
ら
懸
念
や
反
対
意
見
が
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
答
申
案
の
修
正
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
理

由
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

「
今
後
の
基
礎
自
治
体
及
び
監
査
・
議
会
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
答
申
」
（
平
成
二
十
一
年
六
月
十
六
日
第
二
十
九

次
地
方
制
度
調
査
会
）
以
降
に
お
け
る
地
方
制
度
調
査
会
の
最
終
の
総
会
に
提
出
さ
れ
た
答
申
案
と
確
定
し
た
答
申
と
の

文
言
が
相
違
し
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
答
申
ご
と
に
示
さ
れ
た
い
。 

四 

内
閣
法
制
局
審
査
に
つ
い
て 

 

１ 

今
回
の
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
関
す
る
内
閣
法
制
局
審
査
の
開
始
時
期
を
示
さ
れ
た
い
。
ま

た
、
改
正
内
容
の
各
項
目
（
デ
ジ
タ
ル
化
、
補
充
的
指
示
権
、
指
定
地
域
活
動
団
体
な
ど
）
に
お
け
る
審
査
の
日
時
及
び

審
査
の
概
要
を
示
さ
れ
た
い
。 



 

４ 

 

 
２ 

今
回
の
改
正
で
は
、
短
い
期
間
で
の
法
案
作
成
作
業
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


